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別表 1 

指定介護老人福祉施設 重要事項説明書  

 

〈サービス利用料金（１日あたり）〉（契約書第６条参照） 

下記の料金表によって、ご契約者の要介護度に応じたサービス利用料金から介護保険給 

付費額を除いた金額（自己負担額）と食費・居住費の合計金額をお支払い下さい。（サー

ビスの利用料金は、ご契約者の要介護度に応じて異なります。） 

サービス利用料金表 

 種類 要介護度１ 要介護度２ 要介護度３ 要介護度４ 要介護度５ 

○大  ７，７０１円 ８，４４３円 ９，１７５円 ９，９１７円 １０，６４８円1.ご契約者の要介護度 

とサ－ビス利用料金 ○個  ７，０５３円 ７，７９５円 ８，５２７円 ９，２６９円 １０，０００円

○大  ６，９３０円 ７，５９８円 ８，２５７円 ８，９２５円 ９，５８３円2.うち、介護保険から 

給付される金額 ○個  ６，３４７円 ７，０１５円 ７，６７４円 ８，３４２円 ９，０００円

○大  ７７１円 ８４５円 ９１８円 ９９２円 １，０６５円3.サ－ビス利用に係る

自己負担（1-2） ◯個 ７０６円 ７８０円 ８５３円 ９２７円 １，０００円

居住費 日額 （○個１,１５０円）（○大 ３２０円） 4.食事に係る標準自己

負担額 食費  日額  １，３８０円 

○大  ２，４７１円 ２，５４５円 ２，６１８円 ２，６９２円 ２，７６５円 5.自己負担額合計 

 （3＋4） ○個  ３，２３６円 ３，３１０円 ３，３８３円 ３，４５７円 ３，５３０円 

※ ◯個→個室 

※ ○大 →大部屋（4 人部屋） 

※ 低所得の方については、保険者の発行する費用負担限度額認定証に記載されている額と

します。 

☆ご契約者がまだ要介護認定を受けていない場合には、サービス利用料金の全額を一旦 

お支払いいただきます。要介護の認定を受けた後、自己負担額を除く金額が介護保険 

から払い戻されます（償還払い）。償還払いとなる場合、ご契約者が保険給付の申請 

を行うために必要となる事項を記載した「サービス提供証明書」を交付します。 

☆介護保険からの給付額に変更があった場合、変更された額に合わせて、ご契約者の負 

担額を変更します。 

☆サ－ビス利用料金は、所定の単位に 10.45 円を乗じて得た金額です。 
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加算（原則全員対象：サ－ビス料金表に含まれているもの） 

種類 内容 単位数 

日常生活継続支援加算 
認知症高齢者が一定割合入所しており、介護福祉士一

定割合以上配置している場合。 
２２単位 

看護体制加算Ⅰ 常勤の看護師 1 名配置。 ４単位 

看護体制加算Ⅱ 
最低基準より 1 名以上多く看護職員を配置、24 時間の 

連絡体制の確保等の場合。 
８単位 

栄養ケアマネジメント加算 

入所者の栄養状態を適切にアセスメントし、その状態 

に応じて多職種協働により栄養ケアマネジメントが行 

われた場合。 

１４単位 

常勤医師加算 常勤の医師を 1 名以上配置。 ２５単位 

夜間職員配置加算 
夜勤する職員が最低基準を 1 人以上上回っている場

合。 
１３単位 

口腔機能維持管理加算 

歯科医師等から口腔ケアに係る技術的助言・指導を月

1 回以上行った場合。口腔ケアに係る計画が作成され

ている場合。 

３０単位/月

 

その他各種加算（該当者：サ－ビス料金表に加算） 

種類 内容 単位数 

経口維持加算Ⅱ 

経口より食事摂取している者が、摂食機能障害を有し、誤嚥 

が認められる入所者に対して、多職種協働で経口維持計画を 

作成している場合。 

５単位 

療養食加算 医師の発行する食事せんに基づき療養食を提供した場合。 ２３単位 

精神科医療指導加算 精神科医による療養指導が月 2 回以上行われている場合。 ５単位 

死亡日以前４日以上３０日以下 ８０単位 

死亡日の前日・前々日 ６８０単位看取り介護加算 

終末期ケアについて、本人また

は代理人等の同意を得ながら看

取り介護を行った場合。 死亡日 １２８０単位

若年性認知症利用者受

入加算 
初老期における認知症のある入所者を受け入れた場合。 １２０単位

初期加算 
入所後３０日または３０日超の入院からの退院後３０日に限り加

算。 
３０単位 

外泊時費用 
入院・外泊期間のうち、初日と最終日を除いた日について、ひと

月に６日を限度として算定。 
２４６単位
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在宅・入所相互利用加

算 

複数の利用者が在宅期間及び入所期間（3 か月を限度）を定め

て、同一の個室を計画的に利用する、在宅・入所相互利用を行う

とき。 

３０単位 

退所前後訪問相談援助

加算 

入所期間が１か月を超える入所者が退所するにあたり、退所後生

活する居宅に訪問する相談援助等を行った場合。入所中 1 回・退

所後 1 回を限度。 

４６０単位

退所時相談援助加算 

入所期間が１か月を超える入所者が退所するにあたり、退所後の

居宅サ－ビス等について相談援助と、退所後のサ－ビス提供者へ

の情報提供を受けた場合。 

４００単位

退所前連携加算 

入所期間が１か月を超える入所者が退所するに先立ち、退所後の

居宅支援事業者に対する情報提供と、居宅サ－ビス利用について

連携した調整を受けた場合。 

５００単位

☆一泊外泊について（契約書第２３条参照）には外泊期間中、全食とらない日数分の 

 食卓に係る標準自己負担額は利用料金から差引きます。 

  ☆契約者が介護保険料に未納がある場合には、自己負担額については上表と異なること 

   があります。 

   

 

変更同意書 
 

介護保険からの給付額に変更により事業者から「別表 1」の説明を受け、指定施設サ－ビスの

提供開始に同意します。 

 平成   年    月    日 

  事業者    社会福祉法人 大慈厚生事業会   

          理事長  松井尚子 

 

  契約者名（利用者）               印 

 

 

  署名代行者名（代理人等）            印 

 

 

 

  説明者（職種・氏名）                             印 


